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1 eラーニング受講月（開催月）の変更
受講申込受理後のeラーニング受講月の変更は、原則として、変更前及び変更後の受講月の変更手続期限内において可
能です。
変更手続期限を越え、受講者へログインIDパスワードが交付されてからの変更はできません。
変更手続は、協会ホームページの「インターネット変更手続」での変更の入力、または、「登録講習に関するお問合せ窓口」
(03-6450-3023)に電話で手続を行ってください。
　☞インターネット変更手続
　　協会ホームページTop ＞ 貸金業務取扱主任者　試験・講習・登録 ＞ 登録講習 から手続を行ってください。
　※申込受理前にeラーニング受講月を変更したい場合は、一度受講申込を取消してから、再度受講申込を行ってください。

2 eラーニング講習から会場講習への変更
受講申込受理後にeラーニング講習から会場講習への変更を希望される方は、「登録講習に関するお問合せ窓口」
(03-6450-3023)に電話で手続を行ってください。

3 住所の変更
eラーニング受講申込受理後に申込住所を変更する方は、協会ホームページの「インターネット変更手続」での変更の入
力、または「登録講習に関するお問合せ窓口」(03-6450-3023)に電話で手続を行ってください。
　☞インターネット変更手続
　　協会ホームページTop ＞ 貸金業務取扱主任者　試験・講習・登録＞ 登録講習 から手続きを行ってください。
　※申込受理前に住所を変更したい場合は、当該受講申込を取消し（下記参照）、改めて受講申込を行ってください。

4 講習教材の届け先、メールアドレス等の変更
ｅラーニング受講時に使用する講習教材の届け先、メールアドレス等を変更する方は、協会ホームページ登録講習の「各種
変更について」から変更の入力を行ってください。主任者マイページではありませんのでご注意ください。
※異動等により教材の届け先が変更となった場合、変更手続を行わないと転送費用が受講者負担になるケースや協会に
　返送されるケースがありますので必ず変更手続きを行ってください。

5 氏名の変更
受講者の現在の状況により、以下のとおり手続きを行ってください。
①現在主任者登録を受けている方
　主任者登録簿に登録されている氏名の変更が必要なため、変更前・変更後の氏名、変更年月日が全て記載された戸籍
抄本を取得（各市区町村の証明書交付窓口でご確認ください）して、主任者登録変更の申請（郵送のみ）を行ってくださ
い。詳しくは「主任者登録の手引き」をご確認ください。
　この手続きを行うことにより、主任者登録簿および登録講習受講の氏名が変更されます。
②現在主任者登録を受けていない方（初めて主任者登録を受ける方、主任者登録の有効期限が経過した方）
　登録講習の受講に際し、変更前・変更後の氏名、変更年月日が全て記載された戸籍抄本の提出が必要となります。（各市
区町村の証明書交付窓口でご確認ください）
　必ず「登録講習に関するお問合せ窓口」(03-6450-3023)にご連絡のうえご対応ください。

6 受講申込の取消し
申込の受理後は、受講申込の取消しはできません。

以下の変更がある場合は、受講申込者本人が「変更手続期限」（「eラーニング講習事務日程一覧」参照）内に手続を行って
ください。
※下記①②③⑥の変更手続きを電話でされる場合は、試験合格証書番号をご準備のうえ、問合せ窓口にご連絡ください。
※変更手続期限の経過後、やむを得ない事情で変更が必要となった場合は、すみやかにご相談ください。

修了証明書

氏名          協会　太郎
生年月日　　昭和50年10月10日

この者は、貸金業法第24条の40の規定に基づく講習の課程を修了したことを
証明します。

講習の修了年月日
交 付 年 月 日
修 了 番 号

（ご注意）
1. 主任者登録の申請には、主任者登録の申請の前6ヶ月以内に行われた登録講
習の修了証明書の写しを添付する必要がありますので、本修了証明書により
主任者登録の申請が出来るのは令和25年2月9日（申請書類郵送時の消印有効）
までとなります。

2. 貴殿が主任者登録の更新を受けようとするときは、令和24年10月31日から
令和24年2月9日まで（団体申請は1月9日まで）（申請書類郵送時の消印有効）に
申請を行ってください。

修了証明書の下段に登録申請の可能期限（講習受
講日から6ヵ月間）が記載されていますので、当該期
限を十分ご確認ください。期限を過ぎた場合は、登
録申請できません。

登録更新が可能な方には、更新申請の可能期間が
記載されています。登録申請をされる方は、当該期
間に申請を行ってください。当該期間外の申請は
「更新扱い」にはならず、現在の｢主任者登録番号｣
が新しく変わります。
※更新申請の可能期間の記載がない場合は、登録
更新の申請はできません。
※「団体申請は不可」の場合は、団体申請で更新申
請はできません。

令 和 2 4 年 8 月1 0日
令 和 2 4 年 8 月1 0日
第T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 号

1 登録講習の修了の認定
登録講習の修了の認定は、登録講習科目ごとに、知識の確認並びに最新の知識および能力の習得を行った者に対して行
います。同時に不正行為の有無もチェックいたします。

全ての時限のビデオ講義の受講、および理解度テストに合格することが必要となります。

1 受講開始時の操作手順について
協会ホームページの「ｅラーニング受講（step3）」ボタンを押下し、「eラーニングログインIDパスワードのご案内」に記載の
受講ＩＤ、パスワードにて、ｅラーニング受講画面へログインしてください。
※受講開始前に、受講者本人の顔写真をご登録いただきます。(受講中は適時、照合を行います。)
　受講開始前の手順の詳細は、「ｅラーニング受講の手引き」の「１．受講開始までの手続」に記載されていますので、受講
　開始前に必ずお読みください。
※「ｅラーニング受講の手引き」は、本人確認手続画面(協会ホームページの「ｅラーニング受講」(Step3)のアイコンをク
　リックすると遷移します)に掲載しています。

2 ｅラーニングシステム障害発生時の対応について
ｅラーニングシステム運営委託先からｅラーニングシステムの障害等、受講出来ない事態の発生の連絡を受けた場合は、ｅ
ラーニング講習受講中の方に、速やかにメール等でご連絡いたします。また、ｅラーニングシステムの復旧に関しても同様
にご連絡いたします。
※講習受講中(当協会がシステム運営委託先から連絡を受け受講者の方にメール連絡する前)に、ｅラーニングシステムの
　不具合を認められた方は、「登録講習に関するお問合せ窓口」までご連絡を宜しくお願いいたします。

２ 修了証明書の交付
修了の認定を受けた受講者の方は、講習開催日（修了日）以降、協会ホームページから修了証明書をダウンロードの上、印
刷してください。※ダウンロード可能期間は講習開催日（修了日）より6ヵ月です。
講習を受講しただけでは主任者登録はされません。必ず主任者登録の申請を行ってください。

〈〈主任者登録の申請〉〉
主任者登録申請には修了証明書の写しを添付する必要があります。
主任者登録の申請は、講習修了日から６ヵ月以内(登録申請書送付の当日消印有効)に行う必要がありますのでご注意ください。
また主任者登録の更新を受けようとする方は、受講日から６ヵ月以内かつ現主任者登録有効期限の6ヵ月前から2ヵ月前
（登録申請を団体で行う時は3ヵ月前）に行う必要があります。

主任者登録の申請方法については、「主任者登録の手引き」をご確認ください。
※「主任者登録の手引き」は、協会ホームページにも掲載しています。

「更新申請可能期間（日数）とは」参照4 P

4.各種変更手続について（講習教材の届け先等の変更） 5.eラーニング講習の受講と受講時の留意事項について

6.修了証明書の交付
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